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る基本協定締結式」が開

し、鷲澤正一長野市長と

これにより、平成22年

長野市との協働関係と役

出します。 今後につき

第四地区の住民の皆様の

第 ２ 号
若里市民文化ホールにおいて「住民自治協議会と長野市との協働に関す

催されました。第四地区は福沢達雄住民自治協議会長（南県町）が出席

共に協定書に署名調印しました。

度から住民自治協議会が活動を開始するにあたって、住民自治協議会と

割分担が明確になり、住民自治協議会によるまちづくりが本格的に動き

ましても第四地区の地域活動について、協議会の評議員の皆様をはじめ、

一層のご協力をお願いいたします。

平成 21 年 ８月１５日発行 発行者 第四地区住民自治協議会 会長 福沢達雄
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第１～第５地区合同活動拠点（１４４㎡）

中央通り側

5 月 14 日(木)に「もんぜんぷら座」にて第四地区住民自治協議会総会を開催しました。平成

21 年度の役員や予算・活動計画について協議し全議案について承認されました。

住民自治協議会については、第四地区（諏訪町・西後町・県町・南県町・妻科・新田町）全

域で実施する地域活動・その活動の予算等を企画立案する組織です。また、第四地区全域に関

する各種団体が平成 22 年度から見直されることに伴い、見直される団体の組織や活動内容を検

討する組織でもあります。

第四地区住民自治協議会は今年３月 14 日に設立されてまだ数ヶ月しか経過しておりません。

よって、本年度の活動については、平成 22 年度からスムーズに第四地区全域に関する地域活動

ができるよう、役員会や各部会を開催していきます。

なお、それらの会議にて協議及び決定した事項については、”和（輪）のまち”だよりにてお知

らせしていきます。

長野市から活動拠点の提案を受け、第１から第５地区合同の住民自治協議会活動拠点となる場

所が「もんぜんぷら座８階」に決定しました。活動拠点場所の決定までは、芹田及び若穂地区住

民自治協議会の活動拠点を視察する等、第１から第５地区住民自治協議会の正副会長会議を重ね

決定したものです。

なお、活動拠点レイアウトの詳細については現在協議中であり、本年度中に完成する予定です。

第四地区の皆さんには、

誠に近い場所です。



”和（輪）のまち”だより創刊号にて第四地区住民自治協議会組織の概要についてお知らせい

たしましたが、第四地区の住民自治協議会は４つの部会を主体に、第四地区全域に関する地域活

動等を考えていきます。

今回、改めて部会構成員から互選された平成 21 年度の各部会長さんから“一言”いただきまし

たので紹介します。

平成21年５月14日に開催された第四地区住

民自治協議会総会において「総務・安全・防災

部会」の部会員により互選され部会長となりま

した。

部会の運営については不慣れなこともあり

ましたが、皆様のご協力により無事に２回部会

を開催したところです。

昨年の地区アンケートの結果を踏まえ「第四

地区の若者から高齢者の皆さんが、住みよいま

ち」と思えるように、平成 22 年度からの住民

自治協議会の本格的な活動に向けて頑張って

いきたいと思います。

第四地区民生児童委員協議会の会長を務め

ている関係もあり、部会員により互選され当部

会長となりました。

第四地区は市内の中山間地に次いで高齢化

率が高い地域であります。このことを踏まえ、

地域住民の健康と福祉増進のための活動を推

進していきたいと考えております。住民の皆様

におかれましては、「今後こんな活動をしたら

よいのではないか？」等の意見がありました

ら、ご提言をお寄せください。

住民の皆様のご協力をお願い申し上げます。

当部会の主な活動内容は、「①地域公民館に

関すること」「②スポーツ振興に関すること」

「③人権同和に関すること」「④青少年育成に

関すること」等になります。

内容は多岐に亘りますが、幸い、それぞれの

分野のエキスパートが部会員に選任され、地域

活動を推進していくことになりました。

私自身は浅学非才でありますが、「これから

目線」を大切に、部会員全員で力を合わせ、第

四地区のために頑張ってまいりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

来年度から都市内分権の本格的な実施とな

り、地域の環境美化指導員や環境美化連合会が

廃止されますが、これまで通り住民自治協議会

の役員として「環境美化の啓発活動」を推進し

ていきたいと考えております。

本年 10 月１日から「家庭ごみの有料化」が

実施されます。ごみ出し日や分別ルール等の徹

底が難しくなってくるところでありますが、ま

ずは、ごみ減量化の取組みを通じて、地域の皆

様と「きれいな街づくり」のために頑張ってま

いりますので、ご協力をお願いいたします。



＜印刷協力：長野ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽ＞

○ 第四地区スポーツ大会【主催：第四地区スポーツ振興会】

８月 23 日（日） 午前８時 30 分 後町小学校集合

皆さんいい汗かいてますか？

幅広い年齢層が気軽にできるスポーツを地域の皆さん全員で楽しみましょう!!

○ 子ども達による「健全育成」の標語の募集!!【主催：第四地区青少年育成地区会議】

９月下旬から 10 月頃に、子供会を通じて募集用紙を配布します。皆さん一生懸命標語

を考えてください。

○ 第四地区少年育成に関する地区内の巡回【主催：第四地区少年育成委員協議会】

10 月 17 日（土） 午後３時 中部公民館第四分館前集合

毎月１回、地区内を巡回しております。子ども達と町中やお店の様子を一緒に見回りし

ませんか？

○ 各町で８月下旬から 10 月にかけて様々なお祭りが実施されます。是非、お祭りに参加してく

ださい!!

※各種団体長・区長様へ

各種団体・町に関するイベント情報を全て掲載することができず申し訳ありませんでした。

来年度より、長野市からこれまで地域にお願いされてきた事務内容が各地域によって見直

され、都市内分権の第１歩が始まります。第四地区につきましては、これまで地区で様々な

活動に取り組んできた各種団体の活動内容等を生かし、第四地区全域に関する地域活動を考

えていきます。そのためには、住民の皆様の地区に対するご協力はかかせません。是非、地

区活動に“目を向けて”いただき“ご参加”願います。

来年度からの住民自治協議会の本格的な取組みに向けて、住民自治協議会の事務局職員を

募集いたします。任用に係る詳細につきましては、次回のたよりにてお知らせいたします。

第四地区内に住んでいる方及び地区内にある企業で、第四地区の福祉・環境・お祭り等の

地域活動及び行事運営等に協力できるボランティアを募集しております。

第四地区全域が盛り上がることができる地域活動や第四地区にはこのようなことが必要

だと思われるような案件がありましたら提言願います。

第四地区住民を対象とした当該たよりを今後も定期的に発行する予定です。企業広告等希

望がありましたら事務局まで一報願います。


